
２ 事業の概要

（１）これまでの経緯

（２）事業の概要



H21.12 エキサイトよこはま２２の策定

H22.5 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発準備組合が設立

■これまでの経緯

H25.12 国家戦略特別区域法施行

H26.5 横浜市を含む東京圏が国家戦略特別区域に指定、区域方針決定

H26.10 東京圏国家戦略特別区域 区域計画（素案）が公表

H28.1.15 都市計画素案等説明会 （本日）

H27.10.31、11.4 準備組合が地元説明会を開催

H27.11.26 国家戦略特別区域会議にて、横浜駅きた西口鶴屋
地区で実施する「国家戦略住宅整備事業」と「国
家戦略都市計画建築物等整備事業」の素案の承認

事業の概要（横浜駅きた西口鶴屋地区）
外国人居住者等の生活支援に必要な保育所やサービスアパートメント
等を併設した、防災・環境性能に優れた住宅の整備



■事業の概要

【配置図】 区域面積 約８,３００㎡
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■事業の概要

【配置図】 区域面積 約８,３００㎡
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■事業の概要

【配置図】 敷地面積 約６,７００㎡
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■事業の概要

【配置図】

交通広場
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区域面積 約８,３００㎡

敷地面積 約６,７００㎡

※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。

事業区域（対象地区）

道路区域

建築敷地

市道高島台第106号線



※図は、現時点で想定しているイメージであり、
今後変更する場合があります。

■事業の概要

国際交流、情報発信、文化、展望機能 等

滞在期間や目的に合わせた居住・宿泊機能
・多言語対応のコンシェルジュの配置
・生活を支援する充実した機能（各種サービス等）

にぎわいの創出に寄与する機能や生活利便施設
（多言語対応の保育所や診療所等を検討）の導入

スカイコモンズ

共同住宅

・
サービス

アパートメント

・
ホテル

商業施設等

駐車場・駐輪場等



■事業の概要

【線路側から見た
イメージパース】

※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。



■事業の概要

建物の低層部に緑豊かな、

憩いの場となる屋上広場を設置

※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。



市道高島台第106号線

→横浜駅きた西口

横浜駅きた西口方面からの

利便性の高い位置に

駅前広場機能の一部を担う

タクシー乗車場を含む交通広場を

整備

■事業の概要

交通広場

※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。



■事業の概要

災害に強い防災・減災まちづくり

・滞留者・帰宅困難者の対応

（受入れスペース・備蓄スペースの確保、耐震トイレ整備等）

・緊急時のヘリコプターのホバリングスペース

・建物の耐震化・長周期地震動対策、落下物防止対策

・地盤嵩上げ、建物内への浸水防止対策

・雨水貯留施設の設置 等

省エネルギー化推進等による低炭素まちづくり

・CO2排出量の抑制

・再生可能エネルギーの導入 （太陽光の活用など）

・ヒートアイランド対策（緑化等）

・ＣＡＳＢＥＥ横浜認証Ａランク以上 等



３ 都市計画素案等の概要

（１）国家戦略都市計画建築物等整備事業

・第一種市街地再開発事業の決定

・都市再生特別地区の変更

・地区計画の変更

（２）国家戦略住宅整備事業



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

第一種市街地再開発事業の決定



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物

が密集している地区等において、細分化された敷地の

統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、

街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市に

おける土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新を図る。

市街地再開発事業とは



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

今回の事業では、事業の区域内の土地所有者や建

物所有者が、共同で組合を設立し、市街地再開発事業

を進める「組合施行」を予定

市街地再開発事業の施行者

↓

第一種市街地再開発事業の都市計画決定後、横浜

市の認可を受け、「市街地再開発組合」を設立し、事業

を進める。



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

横浜駅きた西口鶴屋地区
第一種市街地再開発事業

面積 約0.8ha

建築敷地面積 約6,700㎡

建築面積 約5,000㎡

延べ面積
（容積対象面積）

約80,000㎡
（約55,000㎡）

建ぺい率 約75％

容積率 約850％

主要用途
共同住宅、ホテル、
商業施設、駐車場等

ｍ
100500

建築敷地

第一種市街地再開発事業の施行区域

公共施設の配置及び規模

市道高島台第１０６号線
（施行区域外を含む全幅員は12.0ｍ）

市道高島台第１１６号線
（施行区域外を含む全幅員は9.0ｍ）

交通広場 （面積約580㎡）



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

都市再生特別地区の変更



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、

土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、

容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要が

あると認められる区域

（都市再生特別措置法第36条第1項）

都市再生特別地区とは



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

平成１４年１０月

都市再生緊急整備地域に指定

都市再生緊急整備地域（横浜都心・臨海地域）

（平成24年11月、一部区域変更あり）

横浜駅周辺地区
横浜駅

対象地区

北仲通地区

横浜みなとみらい地区

整備の目標
国際都市横浜の玄関口にふさわし
い魅力とにぎわいのある都市空間
を形成。

併せて、災害に強い安全な都市空
間や先端的な環境都市を形成。

都市再生緊急整備地域

都市再生の拠点として、都市開発
事業等を通じて緊急かつ重点的に
市街地の整備を推進すべき地域



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

都市再生特別地区
(横浜駅きた西口鶴屋地区)

面積 約0.8ha

容積率の最高限度 680％ (※)

容積率の最低限度 400％

建ぺい率の最高限度 75％

建築面積の最低限度 500㎡

壁面の位置の制限

道路境界線より３．０m以上後退

道路境界線及び隣地境界線より４．０m以上後退

道路境界線より６．０m以上後退

建築物の高さの最高限度

区域ア １８０ｍ

区域イ ４５ｍ

区域ウ ３１ｍ

都市再生特別地区を変更(追加)する区域

ｍ
100500

※国家戦略特別区域法第16条に規定する国家戦略住宅整備事業に係る認定を受けたときは、同条
第２項第２号の数値又は同項第３号の算出方法により算出した数値とする。



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区計画の変更



地区の特性に応じて、建築物の用途、建ぺい率、

容積率、高さなどの制限をきめ細かく定める

「地区レベルの都市計画」

※定めたルールは、その地区の区域内のみ適用

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区計画とは



・土地利用の方針
・地区施設の整備の方針
・建築物等の整備の方針
・緑化の方針

地区計画

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

・地区施設の配置及び規模
・建築物等に関する事項

用途の制限、壁面の位置の制限、
形態意匠の制限、緑化率の最低限度

地区計画の目標

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区計画の構成



0 50 100ｍ
地区計画の区域及び地区整備計画の区域

Ｃ地区
約0.2ha

Ａ地区
約0.9ha

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

名称・面積・地区の区分

Ｂ地区
約0.4ha

変更前

エキサイトよこはま２２横浜駅西口
駅前・鶴屋町地区地区計画

面積 約1.6ha



0 50 100ｍ

地区計画の区域及び地区整備計画の区域 （変更後）

Ｂ地区
約0.5ha Ｄ地区

約0.8ha

Ｃ地区
約0.1ha

Ａ地区
約0.9ha

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

名称・面積・地区の区分

地区計画の区域及び地区整備計画の区域 （変更前）

変更後

エキサイトよこはま２２横浜駅西口
駅前・鶴屋町地区地区計画

面積 約2.3ha



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区計画の目標

土地の高度利用により国際的、広域的な業務・商業・

サービス・文化交流機能等多様な機能を集積し、あわ

せて国際競争力の更なる強化に資する生活環境整備

を進め、交通結節機能の強化、防災や環境に配慮し

た建築物を整備するなど、計画的な市街地形成を図

り、その環境を維持する。



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】

魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、土地の高度

利用を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業機能や国際的

に展開する企業の就業者等の滞在期間や目的に合わせた居住・宿

泊機能等を適正なバランスで整備する。また、交通結節機能を強化

するため、タクシーの乗車場やゆとりやにぎわいのある歩行者空間

を整備する。

区域の整備、開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

Ａ地区

Ｂ地区 Ｃ地区

Ｄ地区



横浜駅西口周辺の歩行者の交通混雑を緩和し、交
通結節機能を強化するため、歩きやすく分かりやす
い利便性の高い歩行者ネットワーク等を構築する。

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区施設の整備の方針

都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、
広場その他の公共空地

地区施設とは



各地区の特性に応じて、国際都市横浜の玄関口として
ふさわしく、災害に強い都市として必要となる防災機能と
先端的な環境対策機能を導入した建築物等を整備する。

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

区域の整備、開発及び保全に関する方針
建築物等の整備の方針



区域の整備、開発及び保全に関する方針

建築物等の整備の方針

Ａ地区

Ｂ地区 Ｃ地区

Ｄ地区

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】
・周囲との景観的調和に配慮したデザイン
・まちに開かれた商業空間を整備
・生活を支援する充実した機能を備えた住宅や宿泊施設等を整備
・生活利便に資する施設を整備
・各住戸は、国際的な多様なニーズに対応
・最上部に、国際交流・情報発信・文化機能等を備えた来街者等が

利用できる空間を整備し、眺望を楽しめる展望機能も備える。



区域の整備、開発及び保全に関する方針

建築物等の整備の方針

Ａ地区

Ｂ地区 Ｃ地区

Ｄ地区

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】
・憩いの場となる複数の異なる階に屋上広場を整備
・災害時に、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困

難者の受入れスペースを確保
・建築物の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入、再生可能エ

ネルギー等の利用、ＣＯ２排出削減、建築物のエネルギーマネジメ
ントシステムの導入等

など



ヒートアイランド対策を推進するなど環境への負荷軽

減とともに、潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空

間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者

空間を中心に、建築物の緑化を積極的に行う。

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

区域の整備、開発及び保全に関する方針

緑化の方針



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区整備計画
地区施設の配置及び規模

（１階）

地区計画の区域及び地区整備計画の区域

延長約90m

ターミナルコア （約750㎡） 歩道状空地 （幅員２ｍ）

延長約80m
延長約240m延長約80m

延長約120m

サブターミナルコア （約240㎡）

歩行者用通路 （幅員４ｍ）

歩行者用通路 （幅員２ｍ）

歩道状空地 （幅員1.5ｍ）

広場 （約100㎡）

交通広場 （約580㎡）



ターミナルコア （２階：約750㎡、３階：約1,200㎡）

サブターミナルコア （２階：約200㎡）

歩行者用通路 （幅員４ｍ）

歩行者用通路 （幅員２ｍ）

延長約60m

■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区整備計画
地区施設の配置及び規模

（２階、３階）

地区計画の区域及び地区整備計画の区域

延長約300m



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

１ 工場 ※

２ マ－ジャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所等

３ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

４ キャバレ－、料理店等

５ 個室付浴場業に係る公衆浴場等 ※除外規定あり

Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ地区とも、
次に掲げる建築物は、建築してはならない。

地区整備計画

建築物の用途の制限



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区整備計画

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線より

１．５ｍ以上後退（※除外規定あり）

地区計画の区域及び地区整備計画の区域



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】

周囲との景観的調和を図り、魅力とにぎわいの演出のため、次に掲
げる事項に適合するものする。
◆圧迫感の軽減

・壁面の形状を変化させるなど、４階から６階までの間で分節
・庇等の設置や壁面緑化など

◆横浜駅周辺地区のまとまりある建物群像
隣接するエキサイトよこはま２２のセンターゾーンの建築物と調和

建築物等の形態意匠の制限地区整備計画

Ａ地区

Ｂ地区

Ｄ地区

Ｃ地区

センターゾーン



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】
◆建築物内外のにぎわいを互いに感じる

・開放感があるデザインとし、また、壁面の形状についても変化させ
るなどの工夫をする

・テラスなどの空間を確保するなど店舗等のにぎわいが外部に及ぶ
設えとする

建築物等の形態意匠の制限地区整備計画

Ａ地区

Ｂ地区

Ｄ地区

Ｃ地区



■国家戦略都市計画建築物等整備事業

【Ｄ地区】
◆外部から望める建築物内外の照明

落ち着いた雰囲気の夜間景観を演出するため、激しく点滅するもの
を避けるなどの工夫
◆歩行者ネットワークを構成する地区施設

利用者の回遊性を高めるため、基調となる素材を揃えるなど利用
者にとって分かりやすい連続性のある形態意匠とする

など

建築物等の形態意匠の制限地区整備計画

Ａ地区

Ｂ地区 Ｃ地区

Ｄ地区
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■国家戦略都市計画建築物等整備事業

地区整備計画

建築物の緑化率の最低限度



■国家戦略住宅整備事業

国家戦略住宅整備事業



■国家戦略住宅整備事業

国家戦略住宅整備事業を実施する区域

容
積
率

最高限度
(全部を住宅とする場合)

1,020％

最高限度の算定式
(一部を住宅とする場合)

Vr＝3(Vc)÷(3-R)

Ｖr：一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の

最高限度

Ｖc：都市再生特別地区に定める建築物の容積率の

最高限度(680％)

Ｒ ：建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の

合計のその延べ面積に対する割合

国家戦略住宅整備事業

敷地内に設けられる
空地の要件

敷地面積の
25％以上

敷地面積の規模 0.5ha以上

ｍ
100500



■国家戦略住宅整備事業

本事業では、商業機能等と

居住機能を適正な

バランスで整備

Vr＝3(Vc)÷(3-R)

＝3(680)÷(3-0.6)

＝850％



４ 今後の都市計画等手続
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◆都市計画素案等の縦覧

期間
平成28年1月15日(金)～1月29日(金) 土･日を除く

(受付時間 午前８時45分～午後５時15分)

場所 建築局都市計画課

※神奈川区役所及び西区役所区政推進課で｢都市計画素案等の写し｣を
ご覧になれます。（受付時間 午前８時45分から午後５時まで）

※都市計画課ホームページで｢都市計画素案等の概要｣をご覧になれます。

日時 平成28年2月15日(月)

午後７時開始

場所 かながわ県民センター ２階ホール

◆公聴会 (※公述の申出があった場合に開催します。)

■今後の都市計画等手続



◆公述の申出

申 出 期 間

（※期 間 必 着 ）

平成28年1月15日(金)～1月29日(金） 土･日を除く

(受付時間 午前８時45分～午後５時15分)

申 出 方 法 ・書面 (郵送又は持参)
公述申出書(都市計画課窓口や都市計画課
ホームページ等で入手可)に記入の上、
建築局都市計画課に提出 【１月29日(金)必着】

・電子申請
都市計画課ホームページから手続可能

【1月29日(金）午後５時15分まで】
※メンテナンス時間中(不定期)は、利用不可

申出多数の場合 10名を超える場合、抽選を行います。

※公聴会の開催の有無については、2月2日(火)以降に
都市計画課ホームページ又は都市計画課までお電話等でご確認ください。

関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。

■今後の都市計画等手続



◆お問合せ先

◇ 都市計画の内容・事業内容について

横浜市 都市整備局 都心再生課
（横浜市中区港町１－１ 市庁舎６階）

ＴＥＬ：０４５－６７１－４０５１

横浜市 建築局 都市計画課
（横浜市中区相生町３－56－１ ＪＮビル14階）

ＴＥＬ：０４５－６７１－２６５７

◇ 都市計画等手続について

■今後の都市計画等手続


